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９ 交通機関の料金割引・助成等 

 １ ＪＲ旅客運賃割引制度 

（１）ＪＲ列車に乗る場合 

区 分 対 象 者 対 象 範 囲 割 引 率        

1.普 通 

   乗 車 券 

第 １ 種 

① 介護者と乗車する 

場合 

 ･キロ数に関係なく、対象 

 ･本人、介護者とも対象 

本人・介護者 

５ 割 引        

 ② 単独で乗車する場合  ･片道101㎞以上の場合のみ対象 
本 人 の み            

５ 割 引        
第 ２ 種  本人のみ対象  ･片道101㎞以上の場合のみ対象 

 2.特 急 券 

   指定席券 
割引対象となりません 

 ｢ジパング倶楽部｣に入会した場合 

 のみ、割引の対象 

 年齢制限あり（Ｐ４５参照） 
 

 3.定 期 券        

第 １ 種 

 ① 介護者と乗車する 

場合 
 ･本人、介護者とも対象 

本人・介護者 

５ 割 引        

② １２歳未満の第１種 

   身体障害児が介護者 

と乗車する場合 

 ・介護者のみ対象 

（介護者が通学定期の資格者であっ

ても通勤定期） 

・小児定期券の割引なし 

介護者のみ            

５ 割 引        

 ③ 単独で乗車する場合  ･割引対象となりません  

第 ２ 種 

 ① １２歳未満の第２種 

    身体障害児が介護者 

    と乗車する場合 

 ･介護者のみ対象 

（介護者が通学定期の資格者であっ

ても通勤定期） 

 ･小児定期券の割引なし 

介護者のみ            

５ 割 引        

 ② 上記以外の場合  ･割引対象となりません  

 4.回 数 券        第 １ 種 
 ① 介護者と乗車する 

場合 
 ･本人、介護者とも対象 

本人・介護者 

５ 割 引        

5.手続方法 

第 １ 種 

 ① 乗車券の場合 

窓口での購入が基本ですが、混雑等している場合は

券売機で小児用乗車券を購入し、改札口で身体障害

者手帳を提示してください。 

 ② 上記①以外の場合 
きっぷを購入の際、駅の窓口へ身体障害者手帳を提

示してください 

第 ２ 種  きっぷを購入の際、駅の窓口へ身体障害者手帳を提示してください。 

6.  問 合 先 ＪＲ帯広駅 ～ 西２条南１２丁目 ☎２３－８１７６ 

※ 私鉄列車に乗る場合の割引制度については、各私鉄に直接お問い合わせください。 
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（２）特急料金・指定席券などの割引（ジパング倶楽部） 

  身体障害者手帳だけでは特急料金などの割引を受けることはできませんが、「ジパング倶楽部」に

入会すると割引を受けることができます。 

1. 入 会 資 格 

 次の条件を全て満たしていること。 

(1) 身体障害者手帳をお持ちの方 

(2) 年齢 男性 ６０歳以上 

      女性 ５５歳以上 

※帯広身体障害者福祉協会に加入していない方は、 

北海道身体障害者福祉協会へ直接ご連絡ください。 

 2. 年 会 費  １，４００円（１年間有効） 

 3. 割引きっぷの種類 

(1)割引になるきっぷ 

 指定席特急券、自由席特急券、急行券、グリーン券、指定席券が割引となり

ます。ただし、新幹線「のぞみ号」「みずほ号」（ともに自由席を含む）の特

急料金、グリーン料金は割引になりません。 

(2)割引にならないきっぷ 

 寝台券、グリーン券（個室）、グランクラスを利用する場合の特急料金・グ

ランクラス料金、２人用個室寝台の特急・急行券、乗車整理券、ライナー券、

ＪＲバス乗車券、トクトクきっぷ（フルムーン夫婦グリーンバス、特急回数

券、特急料金回数券、フリーきっぷ等のすでに割引になっているきっぷ）は

は、割引にはなりません。 

 4. 割 引 内 容 

  片道、往復または連続で２０１ｋｍ以上利用する場合に割引となります。 

  ○ 旅行回数 １～ ３回まで ２０％割引（更新会員３０％） 

         ４～２０回まで ３０％割引（更新会員３０％） 

5. 割引とならない期間 

次の期間は、割引を受けることができません。 

  ※ 割引とならない期間 

    ① ４月２７日～５月６日 

  ② ８月１０日～８月１９日 

     ③ １２月２８日～１月６日 

6. 手 続 方 法 

帯広身体障害者福祉協会を通じて申請される方は次のとおりです。 

（１）新規加入の方は以下のものを持参してください。 

○ 身体障害者手帳 

○ 年会費１，４００円 

なお、帯広身体障害者福祉協会に未加入の方は加入手続きをしていただきま

すので、別途 ○ 年会費1,500円 ○ 印鑑 が必要となります。 
 

（２）更新される方は以下のものを持参してください。 

○ ジパング手帳 

○ 年会費（ジパング1,400円、帯広身体障害者福祉協会費1,500円） 

※ 手続き後手帳が手元に送付されるまで３週間程かかります。 

※ 更新の手続きは有効期限前月の１日より受付しています。 

7. 申 請 先 

  帯広身体障害者福祉協会 ～ 公園東町３丁目９－１ 

グリーンプラザ内 ☎２３－００５０ 
 北海道身体障害者福祉協会 

 ～ 札幌市中央区北２条西７丁目道民活動センタービル（かでる2・7）４階 

    ☎０１１－２５１－１５５１ 
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 ２ バスの運賃割引 

区 分 バ ス 会 社 対  象  者 
割 引 率 

本 人 介 護 者 

普 

通 

運 

賃 

十勝バス 

 北海道拓殖バス 

・身体障害者手帳の所持者全員が対象 

 ※本人確認のため、顔写真が確認できる 

手帳のみ有効です。 

５割引 

第１種の 

介護者のみ 

５割引 

料 金 の 

支払方法 

・バスから降りる時に身体障害者手帳を運転手に見せてから、運賃の 

半額を支払ってください。（１０円未満切り上げ） 

定 
 

期 
 

券 

十勝バス 

 北海道拓殖バス 

・大人（中学生以上） 

 (小児には割引なし) 

３割引 

第１種の 

介護者のみ 

３割引 
購入方法 

・購入窓口へ身体障害者手帳を提示して

ください。 

問合先 

・十勝バス    ～ ☎３７－６５００ 

・北海道拓殖バス ～ ☎３１－８８１１ 

※一部都市間バスでも適用されますが、バス会社によって取り扱いが異なりますので、不

明な点は各バス会社へお問い合わせください。 

 
 ３ 訓練等に通うための交通費の助成（帯広市独自）～身体障害者関係分 

  身体障害者（児）の方々が、訓練等に通うための交通費の一部を助成しています。 

1. 対 象 者 

 ① 身体障害者手帳又は障害福祉サービス受給者証の交付を受けている 

帯広市在住の方 

② 生活保護を受けていない方 

※ただし、他市町村の援護を受けている方は除く 

 2. 助 成 内 容 

施設等まで通うために実際に利用している交通機関の交通費相当分 

① 路線バス利用の場合、路線バス運賃分 

 ② 自家用車利用の場合、燃料代相当分 

 3. 対 象 施 設 

① 生活介護の事業所 

② 就労継続支援Ｂ型の事業所 

③ 地域活動支援センター 

④ 児童発達支援の事業所 

⑤ 放課後デイサービスの事業所 

4. 申 請 先 （市）障害福祉課 ～ 市役所１階 ☎６５－４１４８ 
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 ４ タクシー料金の助成（帯広市独自）～身体障害者関係分 

  重度の身体障害者（児）の方が、日常生活で容易に移動することができるようタクシー料金の 

一部を助成しています。 

1. 対 象 者 

市内に住所を有し、居住している在宅の方で、次のいずれかに該当する方。 

(1) 下肢障害者（児）   １～２級 

(2) 体幹機能障害者（児） １～２級 

(3) 視覚障害者（児）   １級 

(4) 心臓・肝臓・呼吸器・腎臓・膀胱・直腸・小腸 

・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害者（児） １級 

(5) 肢体不自由者（児）１･２級で、下肢障害者（児）３級、４級又は 

体幹機能障害者（児）３級で、かつ上肢に障害を有する者 

(6) 要介護３以上の介護保険認定者 

(7) 重症の難病患者 

2. 申 請 方 法 

毎年３月下旬に資格該当者に案内しますので、返信用封筒にて申請してくださ

い。 
※年度の途中で新たに対象者となった方は、その都度ご案内します。 
※「１．対象者」の(7)の方は、下記「７．問合先」へご相談ください。 

 3. 利用できる 

タクシー 

・帯広市ハイヤー協同組合加入事業者 

・道路運送法の許可を受けた有償運送事業者 

 4. 助 成 内 容 
１枚200円券を60枚（月5枚×12ケ月分）を限度に助成します。 

なお、年度の途中で申請した場合には、月割りとなります。 

 5. 使 用 方 法 
運賃支払時に手帳等を掲示し、タクシー券を乗務員に渡して下さい。 

運賃の差額分は現金で乗務員に支払ってください。 

 6. 制 限 

次のいずれかに該当する方は、対象となりません。 

① 病院に入院している方 

② 施設に入所している方（グループホーム・下宿等の入居者は該当します。） 

③ 市内に居住していない方 

7. 問 合 先 （市）障害福祉課 市役所１階 ☎６５－４１４８ 

8. 申 請 先 
帯広身体障害者福祉協会 ～ 公園東町３丁目９－１ 

グリーンプラザ内 ☎２３－００５０ 

 
 ５ タクシー料金の割引～身体障害者関係分 

  タクシー料金が１割引となります。乗車した時に、必ず運転手に手帳を提示してください。 

  ※タクシー事業者の努力による、社会貢献活動です。 

1. 対 象 者   身体障害者手帳の交付を受けている方  

 2. 割 引 率  １割引（１０％） （距離制、時間制、観光ル－ト別運賃に適用） 

 3. 割引区間  身体障害者が乗車した区間 

 4. そ の 他  駐車料金、高速料金などは割引となりません。 

 5. 手続方法   乗車時、運転手への手帳の提示が必要です。 
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 ６ 有料道路（高速道路等）通行料金の割引 

  事前に申請手続きを行い、高速道路などを通行する時、通行料金の半額割引（端数切上）を受ける

ことができます。 

自動車の範囲 

(1) 障害者が運転又は同乗する車両（ＥＴＣ利用登録は一台まで） 

(2) 自動車の種類 ～ 自動車検査証の「用途」欄に記載されている種類(一部条件有り) 

 ・「乗用」(軽自動車も対象)・「貨物」・「特種」・「二輪」(125cc超) 

 

    ※法人名義や事業用は対象となりません。 

区  分 第 １ 種 第 ２ 種 

1. 運 転 者 
身体障害者本人以外による運転 

 (本人の運転の場合も割引適用) 
身体障害者本人の運転のみ 

2. 自動車の所有者 

 

車検証の 

「所有者の名称」欄 

 の記載 

 ※個人名義に限定 

① 本人、又は本人の親族等 

② ①の者が自動車を所有していないとき

は、本人を継続して日常的に介護して

いる者 

③ ローン購入において所有権が留保され

ている場合、「使用者の名称」欄が①

②になっていれば割引対象 

① 本人、又は本人の親族等 

② ローン購入において所有権が留保され

ている場合、「使用者の名称」欄が

①になっていれば割引対象 

3. 利用手順 
身体障害者手帳 

への記載 

   (Ｐ１３参照) 

(1) 申請手続きを行い、身体障害者手帳に有料道路割引の対象であることを示すシー

ルの貼り付けを受けます。 

(2) 有料道路利用時に、料金所で手帳を提示し、記載事項等の確認を受けます。 

ＥＴＣを利用する場合は、ＥＴＣゲートを通過します。 

4. 有効期間、 

    更新等 

 (1) 障害者割引には有効期間があります。 

 (2) 更新の申請は、有効期限の２カ月前から手続きできます。 

 (3) 登録内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請を行ってください。 

 (4) 必ず障害者本人が乗車し、身体障害者手帳は携行してください。 

5. 持参するもの 

 ① 身体障害者手帳  ② 車検証  ③ 運転免許証（障害者本人が運転する場合） 

   

※ＥＴＣを利用する場合は、上記の他に 

  ④ ＥＴＣカード (１８歳以上の方は、カードの名義は本人に限る) 

⑤ ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書 

   ↓ 

 ※渡された封筒に、発行された「ＥＴＣ利用対象者証明書」を入れ郵送します。 

  ２週間ほどで利用可能となる日が通知されます。 

 

※マイナンバーカードを用いたオンライン申請（ＥＴＣ限定）も可能です。 

 申請用ウェブサイト：https://www.expressway-discount.jp 

6. 申 請 先 （市）障害福祉課 ～ 市役所１階 ☎６５－４１４７ 

7. 問 合 先 ＮＥＸＣＯ東日本ＥＴＣ割引登録係 ～ ☎０４５－４７７－１２３３ 

  



 

- 49 - 

 ７ 航空運賃の割引 

  １２歳以上の身体障害者が、定期航空路線の国内線を利用する場合に割引されます。 

身体障害者本人、介護者は、ともに１２歳以上であることが条件となります。（１２歳未満は小児

運賃が適用されます。） 

割引を利用される場合は、事前に各航空会社にお問い合わせください。 

 

 ８ フェリ－の旅客運賃割引 

1.１等・２等 

旅客運賃 

第 １ 種   介護者とともに乗船する場合 
本人・介護者 

５割引 

第 ２ 種   単独で乗船する場合 (101㎞以上に限る) 本人のみ・５割引 

2.手 続 方 法 

乗船券販売窓口へ、身体障害者手帳を提示して申請してください。 

(フェリ－会社によって割引内容が異なる場合がありますので、必ず窓口で確

認してください。) 

 


